
 

第３号議案 

 

 

職員の顔写真等の取得に関する訓令の制定について 

 

 

 職員の顔写真等の取得に関する訓令の制定について，次のとおり提案します。 

 

令和４年 12 月 21 日 

 

広島県教育委員会教育長 平 川 理 恵  

 

 

１ 提案の要旨 

  県庁舎の物理セキュリティ強化のため，顔認証システムを導入し，顔認証による入庁管

理を実施予定であることから，個人情報である職員の顔写真及びそのデータ（以下「顔写

真等」という。）を収集する根拠規定として，職員の顔写真等の取得に関する訓令を制定す

る。 

 

２ 制定理由 

  顔認証システムにおいて，職員と職員以外とを区別して認識するには，職員から確実に

顔写真等を収集する必要があるため，あらかじめ訓令を定め，その取得目的を明らかにし

た上で，任命権者から職員に対し顔写真等の提出を命じる必要がある。 

 

３ 訓令案 

  別紙のとおり。 

 

４ 施行期日 

  令和４年 12 月下旬 

 



広 島 県 訓 令              
広 島 県 議 会 事 務 局 訓 令              

広 島 県 教 育 委 員 会 訓 令              

広 島 県 選 挙 管 理 委 員 会 訓 令             第 号 

広 島 県 人 事 委 員 会 訓 令              

広 島 県 監 査 委 員 訓 令              

広 島 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 訓 令 

広 島 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 訓 令 

         本 庁             

地 方 機 関             

議 会 事 務 局             

教 育 委 員 会 事 務 局 本 庁             

                          教 育 委 員 会 事 務 局 地 方 機 関 

学 校 以 外 の 教 育 機 関             

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局             
人 事 委 員 会 事 務 局             

監 査 委 員 事 務 局             

労 働 委 員 会 事 務 局             

                          海 区 漁 業 調 整 委 員 会 事 務 局 

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 事 務 局 

職 員 の 顔 写 真 等 の 取 得 に 関 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。 

令 和 四 年 月 日 

       広 島 県 知 事              湯  﨑  英  彦 

広 島 県 議 会 議 長              中  本  隆  志 

 広 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 平  川  理  恵 

  広 島 県 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長              国  政  道  明 

   広 島 県 人 事 委 員 会 委 員 長              加  藤     誠 

  広 島 県 代 表 監 査 委 員              川  上  俊  幸 

広 島 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 会 長              北  田  國  一 

広 島 県 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 会 長 辻  駒  健  二 

   職 員 の 顔 写 真 等 の 取 得 に 関 す る 訓 令 

（ 目 的 ） 

第 一 条 こ の 訓 令 は 、 職 員 の 県 庁 舎 へ の 入 庁 又 は 執 務 室 へ の 入 室 の 管 理 に 用 い る た め の 顔

写 真 及 び そ の デ ー タ （ 以 下 「 顔 写 真 等 」 と い う 。 ） の 取 得 に つ い て 定 め る こ と を 目 的

と す る 。 
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 （ 写 真 等 の 取 得 等 ） 
第 二 条 任 命 権 者 の 求 め に 応 じ 、 職 員 は 、 顔 写 真 等 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

２ 任 命 権 者 は 、 職 員 の 同 意 を 得 た 場 合 に は 、 前 項 の 取 得 に 代 え 、 広 島 県 職 員 証 に 関 す る

訓 令 （ 平 成 五 年 広 島 県 訓 令 ・ 議 会 事 務 局 訓 令 ・ 教 育 委 員 会 訓 令 ・ 選 挙 管 理 委 員 会 訓

令 ・ 人 事 委 員 会 訓 令 ・ 監 査 委 員 訓 令 ・ 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 訓 令 第 一 号 ） に よ り 作 成 さ れ

た 職 員 証 の 写 真 を 使 用 す る こ と が で き る 。 

附 則 

 こ の 訓 令 は 、 令 和 四 年 月 日 か ら 施 行 す る 。 
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